
 
 

大淀町公共工事の前金払及び中間前金払に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 大淀町が発注する公共工事において、地方自治法施行令（昭和２２年

５月３日政令第１６号）附則第７条及び地方自治法施行規則（昭和２２年５

月３日内務省令第２９号）附則第３条の規定に基づく公共工事の前金払及び

中間前金払（以下「前金払等」という。）に関する事務の取扱いについては、

その他別に定めがあるもののほかこの要綱の定めるところによる。 

（前金払等の対象）  

第２条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７

年法律第１８４号。以下「法」という。)第２条第１項に規定する公共工事

（以下「工事」という。）で、１件の契約金額が２００万円以上のものとす

る。 

２ 中間前金払の対象は、前項の規定により前金払をした工事（土木建築に関

する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを

目的とする機械類の製造を除く。）のうち、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。また、工期及び契約金額に変更がある場合の次の各号の適用に

ついては、第８条に規定する認定請求時点の工期及び契約金額によるものと

する。 

（１）工期の２分の１を経過していること。 

（２）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされて

いる当該工事に係る作業が行われていること。 

（３）既に行われた当該工事の進捗が契約金額の２分の１以上の額に相当する

ものであること。 

３ 前２項の規定により前金払等の対象とされる工事であっても、町長が予算

執行上の都合その他やむをえない理由があると認めたとき、又は前金払等の

必要がないと認めたときは、前払金及び中間前払金（以下「前払金等」とい

う。）の全部又は一部を支払わないことができる。 

（前金払等の率） 

第３条 前金払の率は、契約金額の１０分の４以内とする。ただし、土木建築

に関する工事以外のものについては１０分の３以内とする。 

２ 中間前金払の率は、契約金額の１０分の２以内とする。ただし、中間前払

金を支出した後の前払金等の合計額が契約金額の１０分の６を超えてはな

らない。 



 
 

（前払金等の端数整理） 

第４条 契約金額に前条の率を乗じて求めた前払金等の額に 1万円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。  

（前金払等の明示） 

第５条 前金払等の対象とされる工事及び前金払等の率等については、入札条

件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するも

のとする。 

（前払金等に関する契約条項） 

第６条 前払金等を支払う工事の請負契約書には、次に掲げる事項について規

定するものとする。 

（１）前払金等の請求手続及び支払い方法に関すること 

（２）契約金額の変更に伴う前払金等の追加支払い又は返還に関すること 

（３）保証契約の変更に関すること 

（４）前払金等の使途制限に関すること 

（５）前払金等を支払った場合における部分払い又は出来高払いの限度に関

すること 

（６）その他必要な事項 

（中間前金払と部分払の選択） 

第７条 中間前金払の対象となる工事については、受注者は中間前金払と部分

払のいずれかを選択することとし、同一契約での併用はできないものとする。 

２ 継続費又は債務負担行為（以下「継続費等」という。）に係る契約につい

ては、中間前金払を選択した場合であっても、当該会計年度における出来高

予定額（最終年度に係るものを除く。）に達した場合には、当該会計年度に

おける支払い限度額の範囲内で部分払を行うことができるものとする。 

（中間前金払の認定方法） 

第８条 町長は、受注者から中間前払金の支払いを受けたい旨の申出があった

ときは、中間前金払認定請求書（様式第１号）及び工事履行報告書（様式第

２号）を提出させるものとする。 

２ 町長は、受注者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、工事履

行報告書等により第２条第２項各号に定める要件を満たすものか確認を行

い、確認の結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書（様

式第３号）を受注者に交付するものとする。 

３ 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から７日（大淀町の休日を定め

る条例（平成元年１２月２０日条例第３５号）に規定する町の休日（以下「休

日」という。）を除く。）以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出

書類に不備等があった場合は、この限りでない。 



 
 

（前払金等の請求手続等） 

第９条 受注者は、前金払等の対象とされる工事について、前払金等を受ける

意思がある場合は、前払金等請求書（様式第４号）により書面にて請求を行

うものとする。 

２ 前項の規定により前払金等を請求する場合においては、請負契約締結後速

やかに法第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」とい

う。）と、契約書記載の工事完成の時期（継続費等に係る契約については、最

終の会計年度以外の年度にあっては、各会計年度末）を保証期限とする同条

第５項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を町長に寄託しなければ

ならない。 

３ 前項の規定により寄託された保証証書については、会計管理者が保管する

ものとし、所管課においては写しを保管するものとする。 

（前払金等の支払い） 

第１０条 前条の規定により請求があったときは、町長は当該請求を受理した

日から１４日（休日を除く。）以内に支払わなければならない。 

（契約金額の変更に伴う前払金等の追加支払い、又は返還） 

第１１条 工事内容の変更その他の理由により、契約金額が著しく変更となっ

た場合においては、前払金等の追加支払いをし、又は返還させることができ

るものとする。この場合における追加支払い額又は返還額の算定は次の各号

に定めるところによるものとする。 

（１）契約金額が著しく増額したため追加支払いを行う場合 

増額後の契約金額の１０分の４（土木建築に関する工事以外のものについ

ては１０分の３、また、土木建築に関する工事について中間前払金の支払い

を受けているときは１０分の６）から支払い済の前払金等の額を差し引いた

額に相当する額 

（２）契約金額が著しく減額したため返還させる場合 

支払い済の前払金から減額後の契約金額の１０分の５（中間前払金の支払

いを受けているときは１０分の６）を差し引いた額に相当する額 

２ 前項に掲げる追加支払い額又は返還額の算定において、算定した金額に１

万円未満の端数があるときは、その端数金額を、第１号の場合においては切

り捨てるものとし、第２号の場合においては切り上げるものとする。 

３ 前払金等を返還させるときは当該契約変更日から３０日以内に返還させ

るものとし、受注者が返還期限までに当該前払金等を返還しない場合は、返

還期限の翌日を起算日として返還の日までの日数に応じ、未返還額に年１０．

９５パーセントの割合を乗じて算定して得た額（１円未満切捨て）を遅延利

息として徴収するものとする。 



 
 

４ 町長が必要ないと認めたときは、前払金等の追加支払い又は返還をさせな

いことができる。 

（保証契約の変更） 

第１２条 受注者は、前条の規定により前払金等の追加支払いを請求する場合

には、あらかじめ保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を

町長に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、

保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなけれ

ばならない。 

３ 前２項に定めるほか、契約金額の変更を伴わない工期の変更等が行われた

場合にはその旨を速やかに保証事業会社に通知し所定の変更手続をとるもの

とする。 

（前払金等の使途制限） 

第１３条 前払金等は、当該前払金等にかかる工事に必要な経費以外の経費の

支払いにあててはならないものとする。 

（前払金等の返還） 

第１４条 前払金等の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。 

 （１）前払金等を当該工事以外の目的に使用した場合 

 （２）保証事業会社との間の保証契約が解除された場合 

２ 前項の場合において、前払金等の支払いを受けた日から返還の日までの日

数に応じ、返還すべき前払金等に年１０．９５パーセントの割合を乗じて算

定して得た額（１円未満切捨て）を利息として付するものとする。 

（継続費等に係る契約の特則） 

第１５条 継続費等に係る契約の前金払等については、第２条から第４条まで、

第６条、第１１条及び第１２条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の

出来高予定額」と、第２条及び第１２条中「工期」とあるのは「当該会計年

度の工事実施期間」と、第７条中「同一契約」とあるのは「当該会計年度」

と、第１１条中「中間前払金」とあるのは「当該会計年度の中間前払金」と、

第１１条及び第１４条中「前払金」とあるのは「当該会計年度の前払金」と

読み替えてこれらの規定を準用する。 

２ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年

度までの出来高予定額に達しないときは、受注者は、請負代金相当額が前会

計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払

金の支払いを請求することができない。 

 



 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年９月２日から施行する。 

（大淀町公共工事前払金に関する要綱の廃止） 

２ 大淀町公共工事前払金に関する要綱（平成２年６月１日施行）は、廃止す

る。 

（経過措置） 

３ この要綱の規定は、平成２５年９月２日（以下、この項において「適用日」

という。）以後に契約を行う工事について適用し、適用日前に既に契約を行っ

たものについては適用せず、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の規定は、平成２８年４月１日（以下、この項において「適用日」

という。）以後に契約を行う工事について適用し、適用日前に既に契約を行

ったものについては適用せず、従前の例による。 

 



様式第１号（第８条関係） 

 

中間前金払認定請求書 

 

  年  月  日  

 

大淀町長 （氏名） 殿 

 

 

住所                  

受注者                     

氏名                  

 

下記工事について、中間前払金の支払を請求したいので、要件を具備していることを

認定されたく請求します。 

 

記 

 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

工 期 

着 工   年  月  日 

完 成   年  月  日 

請 負 代 金 額                      円 

摘 要 

工期の２分の１を経過した日      年  月  日 

添付書類 １ 工事履行報告書 

 

 

 

 

注 工期の２分の１を経過した日については、継続費等に係る契約では、当該年度の工事

実施期間の２分の１を経過した日を記入する。 



様式第２号（第８条関係） 

 

工事履行報告書（中間前金払用） 

 

  年  月  日  

 

大淀町長 （氏名） 殿 

 

住所                  

受注者                     

氏名                  

 

本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。 

 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

工 期 
着 工   年  月  日 

完 成   年  月  日 

請 負 代 金 額                      円 

摘 要 構 成 比 予 定 工 程 実 施 工 程 出来高金額 備 考 

 ％ ％ ％ 円 
 

 

      

      

      

      

      

小 計 100.0％     

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額   

合 計 金 額   

注１ 構成比は直接工事費に占める各工事費の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の

状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税額を控除した

金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものにより算出し、それぞれ記入

すること。 



様式第３号（第８条関係） 

 

中 間 前 金 払 認 定 書 

 

  年  月  日  

 

         

            様 

 

 

大淀町長 （氏名）          

 

下記工事について、その進捗を調査したところ、中間前払金を支払うことができる要

件を具備していることを認定します。 

 

記 

 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

工 期 

着 工   年  月  日 

完 成   年  月  日 

請 負 代 金 額                      円 

摘 要  

 



様式第４号（第９条関係） 

前 払 金 等 請 求 書 

 

金               円 

 

ただし、下記工事（業務）前払金・中間前払金 

 

記 

 

１．工 事 （ 業 務 ） 名                

２．工事（業務）場所   大淀町 大字     地内 

３．請 負 代 金 

４．振替先銀行名        銀行      支店 

５．預金種別及び口座番号        預金 第     号 

 
 

上記のとおり請求します。 

  年  月  日 

 

大 淀 町 長 （氏名） 殿 

 
（請求者） 

             住    所 
             商号又は名称 

代 表 者 名             


